
事案書（■経営会議  □調整会議）  

開催日：平成２４年 ７月２４日（火）  

 担当課：文化スポーツ部 文化振興課・図書館・生涯学習センター 

こども部       こども総務課・保育家庭課 

件  名：大和駅東側第４地区公益施設管理運営基本計画（案）について 

提出理由：大和駅東側第４地区公益施設管理運営基本計画（案）を策定するにあたり、その内容につ

いて了承を得るため 

内  容： 

１. 背景等 

・大和駅東側第４地区公益施設は、大和の文化を
創り出す拠点として、駅至近に芸術文化ホール、
図書館、生涯学習センター、子育て支援施設な
どの複数の機能を融合させ整備する新しいタイ
プの公共施設である。 

・平成２３年度に策定した「大和駅東側第４地区
公益施設基本計画」で、公益施設の主な機能や
施設内容、規模などを明らかにした。 

・公益施設基本計画に示された考え方を管理運営
の面において具現化する計画として、「大和駅
東側第４地区公益施設管理運営基本計画（案）」
を策定する。 

 

２．管理運営基本計画（案）の概要 

(1)管理運営の基本理念・方針 

・「心に響く・心が躍る・心をつなぐ」をキャッ
チフレーズとして、市民の心に一体感を生み出
す管理運営を行うことを基本理念とする。 

・公益施設基本計画で掲げた「創造」、「交流」、
「感動」、「発信」の４つのキーワードを基に、                
次のとおり基本方針を定める。 
①市民の創造力を高める 
②出会いと交流を演出する 
③新しい感動や知識に出会う 
④大和の文化や魅力を発信する 

・「統一した理念に基づき“融合”したひとつの
施設」として、利用者の視点に立った管理運営
を目指す。 

(2)施設運営方針 
・基本理念、基本方針、目指す姿に基づき、施設
全体や芸術文化ホール等、各施設の運営方針を
定める。 

 

(3)運営体制方針 

・運営体制の方針として「一体的な運営」及び
「民間活力の積極的な活用」を掲げ、指定管
理者制度の導入を基本とする。 

(4)施設管理方針 

・施設を合理的・効率的に管理するだけでなく、

誰もが心地よく利用できる施設管理を行う

ことを目的に、利用規則や開館時間、休館日

等について、基本的な考え方を定める。 

【施設全体の基本となる開館時間、休館日】 
開館時間：午前９時～午後１０時 
休館日 ：年末年始 

    ※屋内公園、市民課連絡所は別に定める。 

(5)広報宣伝方針 

・施設愛称の選定や各種プロモーション活動な
どの広報宣伝を通じ、施設の利用ルールをわ
かりやすく説明するとともに、施設の特色を
アピールして利用促進を図る。 

(6)開館準備業務等 

・開館後のスムーズな運営を実現するため、施

設設置条例の制定、改正や開館記念事業の実

施など、開館までの準備業務を計画的・効果

的に実施する。 

 

３．今後の取組 

・本計画の内容を基本設計、実施設計に反映 
・芸術文化ホール等、各施設の運営・事業計画
の作成 

・芸術文化ホール等、施設の設置条例の制定、 
改正 

・運営主体となる指定管理者の選考 
・図書館等の既存施設の取扱い 

経  過 

①大和駅東側第４地区公益施設基本計画 

H22. 8～H23. 5 庁内検討会議 

H24. 2      計画策定 

②大和駅東側第４地区公益施設管理運営基本計画 

H23.11～H24. 6 庁内検討会議 

 

今後の予定 

H24. 7～ 教育委員会への説明 

H24. 8～ 議会への説明 

附属機関等への説明 

H24. 9  市民意見公募手続きの実施 

H24.11  大和駅東側第４地区公益施設管理運営基

本計画の策定 

H25. 3  各施設の運営・事業計画の作成 

  


